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ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  ACAP/N.R２０２１-４ 

                                          

   ２０２１年７月９日 

      公益社団法人消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ） 

 

消費者問題に関する「わたしの提言」、今年度の募集を開始 

－ 最優秀作品には「内閣府特命担当大臣賞」を授与 － 

私たちの未来の暮らしにつながる提言をお待ちしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 募集テーマ 

今年は下記のテーマで募集します（①～⑥より、ひとつを選択）。 

① わたしが考える消費者教育 

② SDGs目標達成のために取り組むべきこと 

③ インターネット社会と消費者課題 

④ 成年年齢引き下げに伴う被害防止を考える 

⑤ “消費”で築く新しい日常  （令和 3年度消費者月間テーマ） 

⑥ 消費生活に関する自由課題（テーマ自由） 

 

（２） 応募資格 

一般、学生（１８歳以上、グループも可） 

 

（３） 応募要領 

   ・本文２，０００字から約８，０００字。横書き、パソコンによる原稿（Ａ４判４０字×３５行で２～６枚）を推奨。 

・日本語、未発表のオリジナル作品に限る。 

・卒業論文も可。ただし、未発表に限る（学内での発表は可・担当教員に確認の上、ご応募ください）。 

・応募票を利用するか、別紙に①テーマ、②氏名、③ふりがな、④年齢、⑤住所、⑥電話番号（携帯電話可）、 

⑦ 職業または所属（会社名、学校名等）、⑧募集をどこで知ったか、を明記のこと。 

＊「応募票」はＡＣＡＰホームページに掲載しています。 

 

（４） 応募締切 

２０２１年１０月３１日（日）（当日消印有効） 

 

（５） 賞 

最優秀賞「内閣府特命担当大臣賞」  １名（副賞 １０万円） 

優秀賞「ＡＣＡＰ理事長賞」  １名（副賞 ５万円） 

入選    4名以内（副賞 ３万円） 

 企業や団体の消費者関連部門の責任者・担当者で組織する公益社団法人消費者関連専門家会議(通称・ＡＣＡＰ：

エイキャップ、所在地：東京都新宿区)は、今年も、消費者問題に関する「わたしの提言」を募集します。 

ＡＣＡＰでは１９８５年より、消費者問題に関する「わたしの提言」と題する論文募集を行っています。この「わたしの提言」

論文募集は消費者庁、文部科学省のご後援をいただいており、日本消費者教育学会会長を委員長とする審査委員会で審

査し、最優秀作品には「内閣府特命担当大臣賞」が授与されます。表彰式は２０２２年1月に執り行う予定です。 

 ACAPでは「わたしの提言」募集を通じて、消費者問題に対する関心を、より一層高めていきたいと考えています。 
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＊内閣府特命担当大臣賞は、消費者庁の表彰に関する規程に基づき授与します。 

＊審査の結果、ＡＣＡＰ会員が入賞した場合は、別に定める賞を授与します。 

 

（６） 審査委員 

日本消費者教育学会 東   珠実 会長  

公益社団法人全国消費生活相談員協会 増田 悦子 理事長 

第一東京弁護士会 白石 裕美子 弁護士 

消費者庁  片岡 進 審議官 

公益社団法人消費者関連専門家会議  村井 正素 理事長 

 

（７） 応募先 

   〒１６０－００２２ 

   東京都新宿区新宿１－１４－１２ 玉屋ビル５階 ＡＣＡＰ事務局「わたしの提言」係 

 

 

■詳細はＡＣＡＰホームページ、チラシをご覧ください。 

  URL :  https://www.acap.or.jp/activity/enlightenment/teigen/teigen-entry/ 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先   

 

 

 

以上 

 

■公益社団法人消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ） 

 企業や団体の消費者関連部門の責任者・担当者で構成する組識として、１９８０年の設立以来、企業の消費者志向経

営の推進、消費者対応力の向上、消費者、行政、企業相互の信頼の構築に向けて、各種研修、調査、消費者啓発活動、

交流活動等を行っています。 

英文表記の the Association of Consumer Affairs Professionals の頭文字をとり、ＡＣＡＰ（エイキャップ）の名前で親し

まれています。 

 

 

会員数 正会員６６８名（５２８社） 全会員数７９２名 （２０２１年６月１６日現在） 

理事長 村井 正素 （むらい まさし） 住友生命保険相互会社 

特別顧問 髙 巖   （たか  いわお）  麗澤大学大学院経済研究科教授 

所在地等 【事務局】     〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-14-12 玉屋ビル 5Ｆ   

TEL 03-3353-4999  FAX 03-3353-5049   https://www.acap.or.jp/ 

【大阪事務所】  〒540-0028 大阪市中央区常盤町 2-1-8 ＦＧビル大阪 7Ｆ 

TEL 06-6943-4999    FAX 06-6943-4900 

公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP） 

      赤星三穂、茨木彰彦    TEL : 03-3353-4999   メールアドレス  acap@acap.jp 

 

https://www.acap.or.jp/activity/enlightenment/teigen/teigen-entry/
https://www.acap.or.jp/

